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1 財政課 財務会計システム利用サービスに関する契約 令和5年3月1日
株式会社マツケイ（松江市
乃木福富町735－211）

13,358,400 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
IEサポートの終了に伴い、旧来の財務会計システムの更新の必要が発生したが、財務会計事務のガ
バメントクラウド対象化の時期によっては別システムへの更新が発生する可能性があり、システム
の更新ではなく現在の契約方以外のシステムを導入することは価格面の差から合理的ではないた

2 下水道課 河内処理区真空弁修繕（単価契約） 令和5年3月1日
株式会社荏原製作所 中国支
社　　広島県広島市西区中
広町3丁目25番1号

単価契約 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
本業務は、河内地区農業集落排水処理区内に設置されている真空弁について修繕を行うための契約
であり、製造メーカーである㈱荏原製作所でなければ、工場で部品交換と整備を行うことができな
いため。

3 行財政改革推進課 本庁舎等環境衛生管理業務（総合） 令和5年3月2日
太平ビルサービス株式会社
浜田市長沢町3049

32,524,800 地方自治法第167条の2第1項第8号
再度の入札に付し落札者がなかったが、最安価格を太平ビルサービス株式会社が提示し、予定価格
との乖離が僅かであったため。

4 健康医療対策課
令和5年度浜田市認知症初期集中支援チーム
運営業務委託事業

令和5年3月2日

社会医療法人　清和会
西川病院　理事長　西川輝
男
浜田市港町293番地2

1,800,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 本事業は認知症者の初期対応に関する医療行為に該当し、その性質が競争入札に適さないため。

5 子ども・子育て支援課 浜田市出産・子育て応援金支給事業対応業務 令和5年3月6日

ティーエスケイ情報システ
ム株式会社　浜田営業所
浜田市竹迫町2886番地　山
陰中央新報社西部本社ビル4
階

1,705,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

現在、健康管理システム「健康かるて」において、妊娠届出や出産時の状況、赤ちゃん訪問等訪問
状況、乳幼児健診など母子保健事業全般のデータ管理を行っている。このたび実施する出産・子育
て応援金支給事業における伴走型相談支援の相談等の管理及び経済的支援の対象者の抽出は、現存
の「健康かるて」でしか行えず、契約相手方は、このシステム導入業者であるティーエスケイ情報
システム株式会社に限られるため。

6 三隅支所防災自治課
浜田市防災行政無線（三隅地域）高城山中継
局雷災害復旧修繕

令和5年3月9日
（株）エス技建広島支店
広島市西区上天満町3-28第2
倉本ビル2階

3,388,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

・令和4年12月の落雷により高城山中継局無線機器が破損し仮復旧により防災無線機は稼働している
が、直流電源装置が故障しおり、このまま使用すると他機器も破損し放送ができなくなるため機器
の修繕を行う。
・当該無線機器等の保守管理業務を（株）エス技建に委託しており、被災時した際に被災の状況及
び機器の損傷具合等も管理し機器の動作状況に精通している。
・今回の雷災害で機器が故障した際、緊急に仮復旧作業しており、他社で本復旧させた場合、機器
不具合の責任所在が曖昧となり、速やかな復旧が不可能になるため、株式会社エス技建に依頼す
る。

7 子ども・子育て支援課 今福地区児童クラブ運営業務 令和5年3月13日
社会福祉法人　寶林会
浜田市金城町今福1422番地3

6,777,218 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

次に掲げる理由により社会福祉法人寶林会に運営の業務委託を行うものです。
1 　今福小学校と今福地区児童クラブの隣接地で保育園を運営しておりそのノウハウを活かした
サービスを行うことが可能であること。
2 　今福地区児童クラブの施設は当該保育園理事長が住職をしている浄光寺であること。

8 健康医療対策課
令和5年度浜田市地域包括支援センター運営
業務

令和5年3月14日
社会福祉法人浜田市社会福
祉協議会　会長　中島良二
浜田市野原町859-1

76,204,084 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
人員基準を満たす専門3職種を専従職員として確保することが容易ではなく、市内各地域に相談支援
を行うための拠点が必要な事業となっている。また、高い相談支援スキル及び経験や専門性が求め
られる公共性の高い事業であり、その性質が競争入札に適さないため。

9 健康医療対策課 診療所オンライン資格確認端末設定業務委託 令和5年3月20日

株式会社エヌ・ティ・
ティ・データ中国
広島市南区比治山本町11-
20NTTDATA比治山ビル

1,375,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

マイナンバーカードによるオンライン資格確認の導入が令和5年4月から義務化される。導入にあ
たって、現在加入しているまめネットに機能を追加することで既存のネットワークが活用できるた
め、費用的にも安価に抑えられ、かつ他の方法より時間短縮が図られ期限内に導入できる方法であ
る。
まめネットとは島根県内の中核病院をはじめとして、各地の医療機関、訪問看護、介護事業所がつ
ながる島根県独自のネットワークであり、システム構築し、専門的な技術を有した株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ中国でしか対応できない。
ユーザーの手続き簡素化を図るため、機器の導入を含めたおまかせパックのみである。
以上のことから、上記事業者でなければ本業務を適切かつ確実な対応が期待できないことから同事
業者と随意契約をする。

10 健康医療対策課
浜田市シルバーハウジング生活援助員派遣事
業業務委託

令和5年3月23日

有限会社ホットケアセン
ター　代表取締役　山根優
子
浜田市熱田町705番地1

8,323,200 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号
24時間365日体制で生活相談や緊急通報に対応する必要があり、緊急時に即座に対応できる立地条件
のほか、相談等に適切に対応できる高度な専門性や実績が求められるため、公募によるプロポーザ
ル実施により随意契約を行う。

11 健康医療対策課
浜田市中高年ひきこもり相談支援事業業務委
託

令和5年3月28日
社会福祉法人浜田市社会福
祉協議会　会長　中島良二
浜田市野原町859-1

3,046,000 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 委託業者を公募し、応募のあった業者による提案競技において選定した業者との随意契約
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